
夫の年金
収入の額

所得割額

【夫婦世帯の例】

保　

険　

料　

額 均等割額
41,659 円／年

７割軽減 ５割軽減
２割軽減

賦課限度額５０万円

１５３万円

１６８万円 １９２.５万円 ２３８万円
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愛
媛
県
内
に
住
む
７５
歳
以
上
の
方
及
び
６５
歳
以
上
で
一
定

の
障
害
が
あ
る
方
の
す
べ
て
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
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保
険
料
は
、
定
額
部
分
で
あ
る
均
等
割
額
（
４
１
�６
５
９

円
／
年
）
と
所
得
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
所
得
割
額
（
所
得

割
率
７
・
８
５
％
）
の
合
計
額
と
な
り
、
所
得
の
低
い
方
に
は
、

均
等
割
額
が
軽
減
（
７
割
・
５
割
・
２
割
）
さ
れ
ま
す
。ふ

か

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
で
は
世
帯
単
位
で
保
険
料
が
賦
課

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
で
は
個
人
単
位
で

保
険
料
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。
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受
診
の
際
、
今
ま
で
は
老
人
医
療
受
給
者
証
と
保
険
証
が

必
要
で
し
た
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
原
則
保
険
証

１
枚
で
受
診
で
き
ま
す
。
老
人
医
療
制
度
で
交
付
さ
れ
て
い

た
医
療
受
給
者
証
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
な
ど
で
受

診
す
る
と
き
に
は
、
保
険
証
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
は
、
３
月
中
に
配
達

記
録
で
郵
送
さ
れ
る
予
定
で
す
。
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病
気
や
け
が
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る
と

き
は
、
保
険
証
を
提
示
し
、
自
己
負
担
額
を
医
療
機
関
窓
口

で
支
払
う
こ
と
で
、
自
己
負
担
額
を
除
い
た
医
療
費
（
７
割

又
は
９
割
）
を
後
期
高
齢
者
医
療
が
負
担
し
ま
す
。

※

自
己
負
担
額
…
一
般
の
方

１
割

現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
方

３
割

○１人当たり保険料額＝
均等割額（４１，６５９円／年）＋
１人当たり所得割額（被保険者の所得に応じて計算）
�
被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等×

所得割率（７．８５％）
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※ 保険料は原則として年金（年額１８万円以上の方）から
天引きされます。年金額が年額１８万円未満の方や介護保
険料と合わせた保険料額が年金額の２分の１を超える場
合は、納付書などによりお近くの金融機関などで個別に
納めます。

後期高齢者医療制度加入前に健康保険などの被扶養者だっ
た方の保険料の特例措置
○ 加入から２年間は均等割が半額に軽減され、所得割
が賦課されません。

○ 平成２０年４月から９月までは、保険料負担を凍結し、
１０月から平成２１年３月までは保険料を９割軽減します。

平
成
１９
年
１１
月
２７
日
（
火
）
開
催
の
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
に
お
い
て

決
定
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
主
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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